
　●日時 ●MAP
　　２０１７年２月１１日（土）
　　①講演会　１０時００分～１１時３０分
　　②相談会　１１時３０分～
　　　　　（受付　９時４５分～９時５５分）

　●講師
　　税理士法人広瀬
　　税理士　辻村 一郎 氏

　●定員
　　２０名（先着順）

　●会場
　　　〒603-8051　京都市北区上賀茂榊田町78番地

　　株式会社学生ハウジング 　※駐車場は先着５台となります。予めご了承ください。

　　本社　３階セミナールーム 　　（なるべく公共交通機関をご利用ください）

　※場所がわかりにくい場合はお問い合わせください。

　　お問い合わせは

　　　0800-100-3215
　　　　※お問い合わせの際、

　　　　　　【２月１１日セミナーの件】とお伝えください。

　　利用する　　・　　利用しない 　　希望する　　・　　希望しない個別相談

　☆お知り合いの方でもどなたでも無料でご参加いただけます。

　☆「個別相談」は先着3名様で事前に予約が必要となります。予めご了承ください。

駐車場

TEL

　　配偶者控除・配偶者特別控除の見直しなど、皆様に影響を与える改正を中心に、ご説明いたします。

氏　名

FAX　０７５-７０２-０８０８　＊申込期限：２０１７年２月１０日（金）先着順

物件名

　　平成29年の節税対策は、一日でも早く実行した方が、効果の高いものとなります。

学生ハウジング　３２１５・見に行こ★資産パートナーズ　セミナー

上記セミナーのお申込みは下記にご記入の上、ＦＡＸまたはお電話にてお申込みください。

第2部　『確定申告節税対策』

　　第2部では、新たに開始される税制や、廃止される税制を中心に、ご説明させていただきます。

簡単にわかる平成29年度税制セミナー＆相談会

　　平成28年の確定申告の時期が、すぐそこに迫ってきております。

　　不動産オーナーのみならず、サラリーマンの方にも影響のある対策です。

　　平成28年12月8日に、平成29年度与党税制大綱が発表されました。

　　平成25年度税制改正以降引き続き、「個人への課税を強化」が図られています。

第1部　『速報！平成29年度税制改正のポイント』

参加
無料


